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平成３０年度第４回千葉市本庁舎整備検討委員会議事録 

 

１ 日 時： 平成３０年１２月１２日（水） 午前９時３０分～午後３時 

 

２ 場 所： 千葉市中央コミュニティセンター７－１会議室 

 

３ 出席者 

 （１）委員 

柳澤委員長、浦江副委員長、藤本委員、山本委員 

（２）事務局 

宮本資産経営部長、布施新庁舎整備課長、五十嵐営繕課長、傘木建築設備課長 

前田新庁舎整備課長補佐、久保田整備班主査、清水調整班主査 

ＤＢ事業者選定アドバイザリーコンサルタント 

 

４ 議 題 

（１）技術提案の審議及び評価、事前確認事項・ヒアリング事項の確認 

（２）ヒアリングの実施について 

（３）その他 

 

５ 議事の概要  

（１）技術提案の審議及び評価・事前確認事項・ヒアリング事項の確認 

   事務局より、採用したすべてのＶＥ提案は入札書に反映されていること、技術

提案の内容が要求水準を満たしていることを委員に報告した。 

検討委員会で技術提案について審議し、第４回検討委員会における評価、事

前確認事項、ヒアリング事項を確認した。 

（２）ヒアリングの実施について 

   提案者番号１、提案者番号２共に確認事項があるためヒアリングを実施する。 

（３）その他 

   事務局よりヒアリング実施通知を送付する。 

   第５回検討委員会は１２月２６日に開催する。 

 

６ 会議経過 

（１）技術提案の審議及び評価、事前確認事項・ヒアリング事項の確認 

○布施新庁舎整備課長  （採用したすべてのＶＥ提案は入札書に反映されていること、

技術提案の内容が要求水準を満たしていることを報告、資

料４について説明） 

 

質疑・応答 

 

【提案者に確認する事項の事務局案】 

○委員長      着工の前倒しに係る技術提案は審議対象外とすることとし、

ヒアリング当日に事業者に確認をすることとする。 

提案者に確認する必要があると思われる技術提案は、各技術

評価項目の審議の中で検討する。 
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【①実施方針】 

○委員       提案者番号１の提案で評価できるポイントは、フロントロー

ディングの実施、ＰＭ室の設置、ＢＩＭを活用したコスト管理、

第三者監理の体制構築、市民ヒアリングの実施であるのに対し、

提案者番号２は総合調整室の設置、エネルギーサポートセンタ

ーのサポート体制、ＢＩＭやＶＲ技術による設計情報の見える

化といった違いがある。 

○委員       提案者番号１の評価はＡ評価ではなくＢ評価でも良いとは思

うが、少なくとも体制、進め方で提案者番号２と差があるため、

提案者番号２の評価をＣ評価としている。 

○委員       ほかの委員についても提案者２のほうが良いという意見はな

い。両提案の評価に差がつかないと落札者が決まらないことも

あり、実施方針の評価は提案者１をＢ評価、提案者２はＣ評価

で良いのではないか。 

○委員       両者ともＣ評価としていたものの落札者を決めるために両者

の評価に差をつける方針でいくということであれば、その評価

で異論はない。 

○委員       提案者番号１の第三者監理の考え方については具体的な内容

を確認したい。その内容の具体性を踏まえて、最終的な評価を

したいと考える。提案書の文面をみるに、現段階では同等の評

価が妥当である。 

○委員長      ヒアリングをしたうえで実績に裏付けられた具体性のある提

案かどうかを判断する。ＢＩＭやＶＲの活用といった提案の具

体性を問うたうえで最終的な評価の調整を行うこととする。現

段階では提案者番号１をＢ評価、提案者番号２をＣ評価とする。 

○委員       異議なし。 

○委員長      提案者番号１及び提案者番号２へ実施設計段階において内容

に変更が生じた場合のコスト管理方法について、当日質問当日

回答にて確認を行う。細目別内訳書について提出は任意とする

ものの、当日質問当日回答にて確認を行う。 

○委員       基本的には提案書に記載の内容は、落札した場合に必ず実施

することになると思われるが、中には条件付きで実施するもの

も含まれている可能性がある。契約の範囲内でどこまで実施し

てもらえるかは確認した方が良い。 

○布施新庁舎整備課長  承知した。 

 

【②工期短縮】 

○委員長      各委員の評価を踏まえると、提案者番号１の提案で評価でき

るポイントは、マットスラブ等の技術採用による工期短縮、Ｂ

ＩＭの活用だけではない多様なＩＣＴツールを活用した意思決

定の迅速化、オフィス移転マネジメントサービスのサポート、

地上躯体工事における免震上部基礎等による工期短縮等が挙げ

られる。ただし、オフィスマネジメントおよび工期短縮の具体

性、実現可能性については確認が必要と考える。 

同様に提案者番号２についてはマットスラブ等の技術採用に

よる工期短縮、ＢＩＭだけではない多様なＩＣＴツールを活用
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した意思決定の迅速化、部材の工業化やユニット化による工期

短縮等が評価ポイントと考えられる。 

委員２名が提案者番号１をＣ評価、提案者番号２をＢ評価と

しており、評価に差をつけている。他の委員は程度の差はある

が両者を同じ評価としている。先ほどの議論同様、差をつけた

ほうが良いということであれば、少し提案者番号２の提案内容

のほうが優位ということもあり、提案者番号１はＣ評価、提案

者番号２はＢ評価という評価にしてはどうか。 

○委員       異議なし。 

○前田新庁舎整備課長補佐  資料４の番号２-７、２－８についてはヒアリング出席者が具

体的な契約工期を把握していない可能性があるため、事前質問

としたいと考えている。 

○委員       工期短縮の実現性に関しては確認したい。 

○委員       提案者番号１についてはオフィス移転マネジメントサービス

といった提案があるが、本工事の枠で行うのか、別途契約を必

要とするのかは確認したいと考えている。作業員の作業所への

入退場管理に指紋認証等高度な技術を活用と記載があるが、な

ぜそこまで管理をする必要があるのかを確認したい。また、作

業員は社会保険に加入すると思われるが、どのタイミングで加

入の確認を行うのか。提案者番号２については、ＢＩＭデータ

の活用について具体的なことが記載されていない。どういった

メリットをもたらすのかを確認したい。 

○委員       サポート体制、オフィス移転マネジメントに係る費用負担に

ついて質問がある。 

○委員       働き方改革への対応は具体的な内容を確認したいと考えてい

る。 

 

【③施設性能】 

○委員       提案者番号１の提案にある人員増に対応するデスクレイアウ

トの変更や、提案者番号２の階段室周りの耐火ガラス扉をシャ

ッターに変更しコミュニケーションを取りやすくすることにつ

いて、発注者の評価はどうか。 

○布施新庁舎整備課長  人員増に対応するデスクレイアウトの変更については現時点

で判断がつかない。後者のシャッターに変更することによりコ

ミュニケーションの自由度が高まることについては本事業のコ

ンセプトとマッチしている点において良い提案ではと思われる。 

○委員長      コミュニケーションの自由化について、提案内容に具体性の

ある提案者番号１をＢ評価、提案者番号２をＣ評価とする。 

○委員       異議なし。 

○委員       インクルーシブデザインの実現のためのワークショップの具

体性について、インクルーシブデザインとは何かについての質

問がある。 

○委員       停電時の二次側電力負荷のデマンド制御を行うためのサポー

ト提案、ウェルネスオフィスの具体的なイメージと診断方法、

ＷＥＬＬ認証の費用負担について質問がある。 

○委員       代表企業災害対策本部について聞きたい。 
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○委員       座屈拘束ブレースを中止し耐震間柱を用いたラーメン架構と

することについて、室内空間への影響を確認する。 

 

【④耐震性能】 

○委員       オイルダンパーの採用についてはどのように考えているのか。 

○布施新庁舎整備課長  提案者番号２はオイルダンパーを使う前提で提案しているた

め、代替案で同等の性能を確保できるのかどうかは確認が必要

である。また、入札価格も提出済みのため、代替案の場合であ

っても同価格で対応可能かどうかは確認が必要である。 

○委員       両提案間の加速度応答や層間変形角といった数値の差はあま

り気にしなくても良い。 

○委員       要求水準のレベル２を上回るレベル３まで対応していること

について、オーバースペックではないかという考えもある。事

務局としてはどう判断するのか。 

○布施新庁舎整備課長  新庁舎は総合防災拠点であり、地震に耐え、発生後も通常業

務を行えることが期待されるため、必ずしもオーバースペック

ではない。 

○委員長      提案者番号１の提案で評価できるポイントは、免震積層ゴム

引き抜き対応工法の採用、オイルダンパーを設置しない免震レ

イアウトの提案、モニタリングシステムの導入、レベル３に対

応した安全性の確保であり、Ｂ評価とする。提案者番号２はオ

イルダンパーを調達できない場合の代替案の提案や免震工法及

び広域な静的締固め砂杭工法の採用により、Ｃ評価とする。 

○委員       異議なし。 

○委員       提案者番号２の提案にある、オイルダンパーの代替案の技術

提案書における意味合いについて、参考提示か技術提案の一部

なのかは確認しても問題はないか。 

○布施新庁舎整備課長  確認事項としては、入札価格は変更できないため、その範囲

内での対応が必須であることを理解したうえでの提案かどうか

である。 

○委員       それであれば技術提案の一部として捉えたうえで質問した方

が良いか。 

○布施新庁舎整備課長  そのとおりである。 

○委員       代替案は２つあるため、双方についてコストの観点も含め質

問する。 

○委員       提案者番号１のモニタリングシステムの導入後の運用につい

て、光熱費の負担や管理方法について確認した方が良い。 

 

【⑤維持管理・環境・エネルギー性能】 

○委員長      提案者番号１の提案の評価できるポイントとしては、ＣＡＳ

ＢＥＥ－ＷＯの提案、ランニングコストの縮減、省エネルギー

に加えた維持管理性の向上、竣工後１年時点でのエネルギー分

析及びフィードバック、ＣＯ２排出量の削減や、市民への「環

境配慮、防災意識喚起ツアー」見学コースの設定、市民勉強会

の企画実施等が挙げられる。提案者番号２の提案の評価ポイン

トは、エネルギーサポートセンターの技術者が省エネを検証す
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る点、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙの実現、省エネ性能を運用段階にお

いても検証しランニングコストを削減する点、ＢＥＭＳの採用

によるイントラネット上の見える化画面の表示機能等が挙げら

れる。 

○委員長      委員の多くは両者同等の評価としており、当該分野を専門と

される委員がともにＢ評価としているため、提案者番号１、提

案者番号２ともにＢ評価とする。 

○委員       異議なし。 

○委員       エネルギーサポートセンターの契約や庁舎管理との関係性、

修繕費、維持管理費の低減コストの積み上げの算定方法および

数値の算出根拠等は、質問したい。 

○委員       提案者番号１については水力発電設備の概要、提案者番号２

についてはＺＥＢ Ｒｅａｄｙ、まちかど広場天井の腐食防止

仕様の有効性を確認したい。 

○布施新庁舎整備課長  提案者番号２の提案書に「基本設計図書ＢＥＩ＝０．５４」

と記載があるが、これは入札公告時の資料には記載されておら

ず、それより以前に公表されていた基本設計に係る資料で記載

されていたものである。提案者が基本設計図書を自ら検証し、

ＺＥＢ Ｒｅａｄｙを実現するのか確認が必要である。腐食防

止仕様については、要求水準通りである。 

○委員       ＣＡＳＢＥＥ－ＷＯについては、内容の確認を行う。 

 

【⑥品質管理】 

○委員長      半数の委員が両者同等と評価している。提案者番号１は具体

性に欠けるものの詳細はヒアリングで確認できれば良く、委員

の何名かは提案者番号１のほうが優れているという判断である。

提案者番号１をＢ評価、提案者番号２をＣ評価とする。ヒアリ

ングで具体性を確認し、その結果次第では評価を下げることも

ありうる。 

○委員長      提案者番号１の提案の評価ポイントは、月次の品質管理の巡

回や独自開発の「鉄筋工事ＢＩＭソフト～ＲＣ一貫生産支援シ

ステム」、ＢＩＭの活用等が挙げられる。提案者番号２は、徹底

したＢＩＭ活用や、本社・支店品質管理部署による工程ごとの

検討会等による品質確保等が評価できる。 

○委員       異議なし。 

○委員       第三者性の担保については、提案者番号１だけでなく、工事

監理一級建築士事務所の監理のメリットについて、両者に確認

をした方が良い。 

○委員       提案者番号１の独自開発の「鉄筋工事ＢＩＭソフト～ＲＣ一

貫生産支援システム」について評価をしている以上、詳細や実

績を確認した方が良いと思われる。 

○委員       フェーズゲート管理の意味、特定技術審査会、月１回の品質

巡回の内容については確認したい。 

 

【⑦仮設計画、施工計画、施工中の周辺環境対策】 

○委員長      両者ともにＢ評価としている委員が多い。提案者番号１をＢ
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評価、提案者番号２をＡ評価とした委員がいる一方で提案者番

号１をＢ評価、提案者番号２をＣ評価と逆の評価となっている

委員もいる。比較的両者とも細かい提案がなされていることか

ら、提案者番号１、提案者番号２ともにＢ評価とする。 

○委員長      提案者番号１の提案の評価ポイントは、騒音低減対策、駐車

場の位置変更による工事車両の動線分離、粉塵・悪臭の拡散防

止、情報公開室の設置、年１回の現場見学会の開催、仮設歩道

の設置、防水対策の実施等が挙げられる。提案者番号２の提案

の評価ポイントは、レーザーバリア設置や防音タイプの仮囲い

といった騒音対策、搬出入車両管理システムの採用、モノレー

ル連絡通路ＥＶ使用不能期間の大幅な短縮、新施設ＰＲコーナ

ーの設置、市民・小学生向け現場見学会の開催、作業員用ブリ

ッジ通路設置による職員および作業員の動線分離、工事中の駐

車台数の増加の提案が挙げられる。 

○委員       異議なし。 

○委員       騒音・振動に関するモニタリングをどのように実施し、結果

をどのように評価するのかを確認したい。 

○委員       粉塵のシミュレーションについて質問がある。 

○委員       地上解体工法について、防音パネルの付いた足場が崩落する

リスクが伴うと考えられ、危険性について確認が必要である。 

 

【⑧地域経済への貢献】 

○委員長      各委員で評価が分かれているものの、全体的に提案者番号２

の提案のほうが少し優れているといった評価のように思われる

が有意な差ではない。最終的には発注額を踏まえた評価となる

ため、ヒアリングでの詳細確認が必要となるが、現時点での評

価は提案者番号１、提案者番号２ともにＢ評価で良いのではな

いか。 

○委員長      提案者番号１の提案の評価ポイントについては共同企業体に

おける市内業者出資比率が３０％であること、市内業者への売

上の還元や発注、清掃活動への参加、地元貢献や活性化の取組

等が挙げられる。提案者番号２の提案の評価ポイントについて

は共同企業体における市内業者出資比率が３０％であること、

市内業者への発注および地元店舗の積極的な活用、地域イベン

トの開催への積極的な協力、千葉市有料観光土産品の利用等が

挙げられる。 

○委員       異議なし。 

○委員       発注額を算出する際に重複計上していないか確認するか。 

○布施新庁舎整備課長  提案者番号１については提案書記載の金額が下請け企業への

発注額の累計金額なのかどうか、提案者番号２は“最大”１２

８億円という表現の趣旨や最小の金額について確認を行いたい

と考えている。両者の比較ができるよう、元請直接工事費に対

するパーセンテージといった数値の提出を求めることも検討し

ている。 

○委員       事前に確認するのか。 

○布施新庁舎整備課長  内訳を確認するためにも事前に質問することを想定している。 
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【技術評価項目に対するその他】 

○委員長      ヒアリング当日は、時間の都合上、評価ポイントに関わる確

認事項を優先して質問することとし、残りの時間で時間が許す

限り内容にかかわる事項を確認することとする。確認事項の整

理、優先順位付けは事務局が行うこととする。 

 

【⑨統括代理人の実績】 

○委員       提案者番号１の実績は審査の視点に挙げられている条件が面

積２５，０００㎡であるのに対し、約２００㎡足りないとのこ

とだが、その微々たる差をどのように捉えるか検討が必要では

ないか。提案者は審査条件を把握しているのか。 

○布施新庁舎整備課長  条件は落札者決定基準に記載しているほか、質問回答書で質

問に回答している。延べ面積４９，０００㎡の半分は免震層の

上にあることを想定し、２５，０００㎡といった区切りにして

いる。 

○委員       約２００㎡は誤差の範囲であり、杓子定規な評価と感じる。

約２００㎡足りないことによりＤ評価となることによって、点

数はどの程度変わるのか。 

○布施新庁舎整備課長  １．２点変わることとなる。 

○委員       提案者番号１は①実施方針の項目でＰＭ室長を設置するとの

提案であり、提案書をみるにＰＭ室長は実績豊富なようだが、

ＰＭ室長の実績は評価しないのか。 

○布施新庁舎整備課長  ＰＭ室長の実績を個別に評価するのではなく、あくまで実施

体制全体としての評価としている。 

 

【⑩設計主任技術者の実績】 

○委員       提案者番号２の実績は某官公庁庁舎と記載してあるが、Ａ評

価にはならないのか。 

○布施新庁舎整備課長  発注者が特別目的会社のため、あくまで民間企業の実績とし

ている。 

○委員       官公庁庁舎には変わりなく、微妙な線引きである。 

○委員       ＰＦＩで行ったものか。 

○布施新庁舎整備課長  そうである。 

○委員       それであれば、発注者が特別目的会社ではあるものの、官公

庁が対価を支払っているため、実質的な発注者は官公庁ではな

いか。 

○布施新庁舎整備課長  事業管理の内容等を踏まえたうえで、発注者の区分による明

確な線引きを行っている。 

○委員       発注者が官公庁である実績をＡ評価としているということは、

より望ましいということか。 

○布施新庁舎整備課長  本工事に類似していると思われ、発注者が官公庁の場合を高

く評価している。 

○委員       事務所ビルと庁舎ビルでは確かに実績に差が出るが、ＰＦＩ

で発注者が特別目的会社の場合と、官公庁が発注した場合で技

術的に差はないと思われる。事業手法が変わるだけで評価が変

わってしまうのは違和感がある。 
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○委員       ＰＦＩにおける特別目的会社からの受注実績も官公庁の実績

として評価することは難しいのか。 

○布施新庁舎整備課長  事業者からの質問の中で「再開発組合が発注者の場合も公共

事業になるか」というものがあり、それに対して「官公庁が発

注した庁舎に該当しない」と回答している。その回答と整合を

取ると、提案者番号２の特別目的会社についても該当しないと

考えられる。 

○委員       すっきりしない部分はあるものの、そのように定めているの

であれば従うほかない。 

 

【⑪監理技術者の実績】 

○委員       提案者番号１が評価Ｃとなっているのは、免震構造の庁舎は

規模の点で実績がないものの、普通の庁舎実績はあるというこ

とか。 

○布施新庁舎整備課長  その通りである。 

 

（２）ヒアリングの実施について 

○布施新庁舎整備課長  （資料６について説明） 

 

質疑・応答 

 

○布施新庁舎整備課長  自己紹介は肩書によって席が指定されているため省略し、時

間確保のためすぐに本題に入る。事前に確認する質問は、契約

工期および市内経済への貢献についてとする。 

○委員       体制に関するプレゼンが延びてしまい、質問時間が減ってし

まうといったことも考えうる。プレゼンはコントロールできる

が、質問の回答が長引いた場合はどうするのか。提案者番号１

の終了時間と提案者番号２の開始時間の間隔が１０分間しか空

いていないため、もう少し余裕が必要ではないか。 

○布施新庁舎整備課長  参集場所とヒアリング会場は別にしており、提案者同士が鉢

合わせすることはない。ただし、提案者番号１の時間が延びた

場合、提案者番号２の時間も延長するといったように平等性は

確保したい。提案書記載の内容の説明の時間を設けず、あくま

で質問のみとすることも可能である。 

○委員長      提案書の範囲内しか話せないため、取り立てて当日提案内容

について話してもらう必要はないと思われる。実施体制に関す

る説明は省略し、質疑のみで４０分間を使うこととする。 

○委員長      両者とも確認事項があるため、ヒアリングにお越しいただく

こととする。 

 

（３）その他 

○布施新庁舎整備課長  （ヒアリング実施通知を１２／１４に送付すること、第５回

委員会は１２／２６の開催することを説明） 

 

問い合わせ先 千葉市財政局資産経営部新庁舎整備課 

  ＴＥＬ ０４３（２４５）５０４４ 


